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「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の改正に係る  

周知リーフレットについて（送付）  

 

 日頃から、産業廃棄物の適正処理推進に御尽力、御協力をいただきありが

とうございます。 

さて、本県では、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の改正（平成 30

年３月 27 日公布、平成 30 年 10 月１日施行）により、県内産業廃棄物の処理

を委託した事業者による実地確認の規定が強化（確認を怠った者に対する勧

告・公表規定の追加等）されたことから、別添のとおり周知リーフレットを

作成しました。 

つきましては、貴団体の各会員への周知について御配慮くださるようお願

いいたします。 
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